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立地適正化計画とは 

■法改正の背景 

全国的な人口減少・少子高齢化を背景に、都市再

生特別措置法の一部改正(平成26年8月施行)によっ

て、行政と住民や民間事業者が一体となってコンパクトな

まちづくりに取り組んでいくために、市町村が立地適正化

計画を策定することが可能になりました。 

■立地適正化計画の趣旨 

立地適正化計画は、今後の人口減少・少子高齢化

の中で、住宅や医療・福祉・商業施設等がまとまって立

地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれら

の生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通な

ども含めて、都市全体の構造を見直し、「多極ネットワー

ク型コンパクトシティ」を目指すための計画です。 

 

位置づけ 

■根拠法 

都市再生特別措置法第81条の規定による「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための計画」とし

て定めます。 

■上位計画等との関係 

本計画は、都市再生特別措置法第82条に基づき、都市計画法第18条の2の規定により定める「太田市都市計

画マスタープラン」の一部とみなします。 

このため、太田市都市計画マスタープランと同様、「第2次太田市総合計画」に即するとともに、都市づくりに関わる事

項について他の分野別計画などとも整合性を保ちながら定めます。 

また、群馬県の「はばたけ群馬プラン」、「ぐんままちづくりビジョン」、「はばたけ群馬・県土整備プラン」及び広域のマスタ

ープランである「東毛広域都市計画圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」との整合性を図りつつ定めるもの

とします。 

■目標年次と対象区域 

【目標年次】  都市機能誘導区域を公表した2017年から20年後の2037年とします。 

【対象区域】  太田市全域（太田都市計画区域及び藪塚都市計画区域の全域）とします。 

※本計画の取り組みの中には、太田市単独ではなく、群馬県や近隣市町、さらには市内企業、県内企業と連携す

ることにより、高い成果や実効性が確保されるものがあります。 

■計画の見直し 

計画は概ね20年後の将来を見据えた計画とすることを基本としますが、将来展望に変化が生じるような社会経済情

勢の変化や関連計画の変更などを踏まえて、本計画の基本的な考え方や各区域等の設定などを随時見直していくも

のとします。  
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都市構造上の課題の整理 
 

本市では、平成 17年 3月の１市３町での合併により都市構造に変化が生じていますが、それを踏まえ現状の人

口分布状況や将来推計などから、都市構造上の課題を整理すると以下のようなものが考えられます。 

（１）人口 

全国的に人口減少となる中にあっても、本市の 

総人口は、これまで右肩上がりに増加を続けてきま 

した。しかしながら、年齢３区分別に見てみると、年 

少人口（0～14歳）は昭和60年以降減少して 

おり、生産年齢人口（15～64歳）は平成20年 

のリーマンショックの影響による転出超過の影響もあ 

り、平成22年から減少に転じ、今後も少子化の影 

響から減少し続けることが予想されます。高齢者人 

口については増加傾向となりますが、こうした年齢構 

成などからみると本市においても、今後、人口減少 

が進むことが予想されています。 

さらに、出生数は、平成24年から2,000人を割 

り込み、減少傾向にあります。高齢者人口（65歳 

以上）は、増加が続いています。総人口に占め 

る高齢者年人口（高齢化率）は、2040年 

には31.9％に達し、その後も上昇していくと推 

計されます。 

 

※国立社会保障・人口問題研究所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2040年人口密度（人／ha） （社人研(※)推計） 

 

図 社人研(※)による総人口・年齢区分別人口の推計 
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（２）生活利便施設 

人口減少が進むと、施設ごとの利用者が減少することから、施設の維持が困難となって施設数が減少し、生活利

便性の低下を招いてしまう可能性があります。そのため、人口密度の維持とともに、人口減少や少子高齢化の進行

による人口構造の変化に対応した生活サービス機能への転換によって、利便性を維持していくことが求められます。 

図 介護福祉施設の立地と人口の分布状況         図 子育て支援施設の立地と人口の分布状況 

    

図 医療施設の立地と人口の分布状況            図 商業施設の立地と人口の分布状況 
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（３）交通ネットワーク 

本市では、鉄道及び路線バス、おうかがい市バ

スにより公共交通体系が構築されています。特に、

路線バスは少子高齢化の進展とともに今後利用

期待度が高まることが予想されることから、市内の

各地域を結ぶネットワークとして維持・拡充すること

が求められます。 

一方、本市は自動車依存度が高いことから、健

康づくり等の他の政策と協力しながら、「太田市地

域公共交通網形成計画」と連携を図り、市民の

移動動向や地域性を考慮した公共交通ネットワー

クの再構築が求められます。 

 

 

 

 

 

（４）安全・安心なまち 

本市は二つの河川と接しており、渡良瀬川洪水

浸水想定区域に北東部の市街化区域が、利根

川洪水浸水想定区域に主に尾島地区・世良田

地区の市街化区域のほとんどが含まれており、その

住居系用途の割合が高くなっています。その他の災

害リスクとしては、土砂災害があります。 

安全・安心な居住環境を確保していくため、災

害被害の大きさと防災・減災対策の取り組み状況

を勘案して災害リスクを判断し、避難誘導方策や

居住を適切に誘導することが必要になります。 

 

右図の凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 洪水浸水想定区域の状況（渡良瀬川） 

図 洪水浸水想定区域の状況（利根川） 

図 公共交通の利用圏域と人口分布の状況（現況） 
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（５）産業・経済 

本市は全国でも有数の工業都市として、市内をはじめ周辺地域の経済や雇用を支えていますが、グローバル競争

が厳しさを増していく中、主要産業のピラミッド型構造は、振れ幅の大きい需要変動に直面した場合などに、これに連

動した大きなリスクをはらみ、市に与える影響が大きくなるなどの課題もあります。 

年間商品販売額についても高い数値を示し、バランスのとれた産業形態となっていますが、総人口の減少や人口

構成の変化によって、地域内の消費の減少や地域経済への悪影響が懸念され、経済の低迷は、まちの活力低下や

雇用環境の悪化を招くことに繋がります。 
 

 

 

（６）土地利用 

住宅地は、中心市街地から市街化区域の多くに拡がっ

ており、また産業開発に伴う郊外の工業団地周辺にも点

在しています。一方、その合間の市街化調整区域では大

規模既存集落や既成市街地が分布しているほか、非線

引き区域の藪塚都市計画区域内では、ほぼ全域にわたり

既存住宅地が存在するなど、郊外に低密な住宅地の集

積がみられます。 

工業地は、中心市街地内に主要な工業地や関連施

設が存在し、その周辺の居住地とともに職住近接の市街

地が形成されています。また郊外部においては、多くの工業

団地や関連施設が分散して集積しており、その周辺では

工業・居住が混在する複合的な土地利用形態が形成さ

れています。 

今後、人口減少に伴い郊外型集落は地域力の低下、

コミュニティの維持が困難になっていくことが予想されます。こ

れまで本市の成長とともに展開してきた工業団地や点在す

る既存集落、既成市街地ではありますが、魅力的な都市

構造を創出していくためには、将来的に土地利用の検討が

求められています。 

図 土地利用現況（平成 26 年） 

 

図 工業の推移 

 



6 

 

都市づくりの方針 
 

本市の新たな都市形成の拠点として、市全域・広域的な交流連携拠点となる太田駅周辺一帯を核とする「中心拠

点」のほか、主要な地域生活圏の中心及び他都市との地域交流・連携の結節点となる「地域拠点」、さらに市内各地

の生活サービス機能やコミュニティの交流機能を維持・確保するための「生活拠点」を設定します。 

また、これらの住生活の核となる拠点のほか、北関東自動車道太田藪塚インターチェンジ周辺等における複合拠点、

救急医療の拠点として救急医療拠点、住民・就業者等の命を守るための防災拠点を設定します。 

さらに各拠点を有機的に結び他都市に繋がる都市軸及び、都市軸を骨格としたエリア（市街地・環境空間）を設

定します。 

■目指すべき“まち”の姿 

世界に誇る産業集積と多彩な環境が創り出す 

『風格と魅力あふれるまち おおた』 

■都市づくりの基本方針 

活力あふれるコンパクトな拠点づくり 

活力あふれるコンパクトな各拠点が地域の特性を活かしつつ、互いに連携した都市構造の構築を図ります。 

本市は、平野部が広がる地形条件で、かつ在郷町を数多く抱えている歴史的経緯の中で、戦後、内陸型工業

都市として急速に発展してきました。自動車産業を中心とした製造業の産業集積に伴い、工業用地の確保が重要

施策として展開されてきました。そのため、本市には郊外部にコミュニティが形成され、日常生活サービスの拠点が点

在しています。こうした拠点を公共交通で繋ぎ、コンパクトなライフスタイルを構築し、互いに連携を図ることで、活力

あふれるコンパクトな拠点づくりを目指します。 

地域の特徴を活かした都市環境づくり 

既存の都市基盤を有効活用するとともに、必要な機能が集積した生活圏が形成された地域ごとの拠点づくりを

目指します。 

本市の郊外部は、都市計画上の土地利用規制や誘導が十分ではないために、日常の生活圏を支える都市環

境が脆弱な地区もあります。地域コミュニティの維持・確保を図り、地域の伝統・文化を継承していくために、既存の

都市基盤を有効に活用し、適切な土地利用規制や誘導を図りながら、風格と魅力が感じられる都市環境を創出

することを目指します。 

公共交通の利便性が高い都市空間の形成 

拠点の近傍に都市機能の誘導を図り、公共交通の利便性が高い地域への集住を促進し、安全性の高い都市

空間の維持・確保に努めます。 

本市は、全国有数の自動車保有率が高い都市であり、工業都市としての成長も背景に、自動車利用重視の

都市づくりが先行してきました。そのため、都市づくりの経緯において、鉄道やバス交通と土地利用との連携が脆弱な

一面があります。今後到来が予測される人口減少・少子高齢化社会に備えるために、公共交通の利便性が高い

都市空間の形成を指向する必要があり、これまでの本市の成長を支えてきた自動車交通との共生を念頭に、自動

運転などの技術向上も視野に入れ、人と自然、環境に優しい都市づくりを目指します。 
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目指すべき都市の骨格構造 
 

１ 目指すべき都市の骨格構造の考え方 

地域の皆さんとの意見交換会を通じて、本市は地域ごとに個性があふれる歴史と文化が継承された、「モザイク都市」

と呼べるような都市構造になっているということがわかりました。こうした本市の特徴を踏まえ、都市づくりの３つの基本方

針に基づき、以下のような都市の骨格構造を構築します。 

 

活力あふれるコンパクトな拠点づくり 

活力あふれる「拠点」づくりとして、各地域の特徴を活かしたコンパクトな「拠点」をつくるとともに、各拠点が互いに

連携した都市構造の構築を図ります。 

地域の特徴を活かした都市環境づくり 

「居住区域」づくりとして、既存の都市基盤を有効活用するとともに、日常生活に必要な機能が集積した生活圏

が形成された地域ごとの「拠点」づくりを目指します。 

公共交通の利便性が高い都市空間の形成 

「拠点」の性格に合わせた都市機能の誘導を図り、公共交通の利便性が高い地域への集住を促進し、誰もが

移動しやすい快適な都市空間の維持・確保に努めます。 

 

２ 都市の骨格構造の検討 

都市の骨格構造は、「太田市都市計画マスタープラン」に定める将来都市像を踏まえるとともに、公共交通へのアクセ

ス性や既存の都市機能の集積状況、既成市街地や人口密度の分布状況等も加味して、「拠点」、「居住区域」、「ネ

ットワーク」の候補を想定します。これからの本市のまちづくりは、太田駅周辺の中心拠点と地域拠点、生活拠点の３つ

の拠点、３種類の居住区域を設けることにより拠点機能集約の都市構造を構築するまちづくりを進めます。 

 

【拠点】 

①中心拠点 

太田駅を中心とする「中心市街地」における高次都市機能と様々な都市的サービス機能・各種生活サポート機能の

集積地を、求心的かつシンボリックな役割・性格をもつ中心拠点として位置づけます。 

②地域拠点 

尾島地域・新田地域・藪塚本町地域の中心部や交通施設とその周辺の生活サービス機能の集積地を地域拠点と

して位置づけます。 

③生活拠点 

中心拠点・地域拠点と連携・補完する生活利便施設の集積場所を生活拠点として位置づけます。 
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【拠点の機能・役割】 

①中心拠点：広域交通、商業・業務、行政中枢、高次都市機能等で構成 

中心拠点は、太田駅を中心とする本市の顔にあたる都市形成の拠点であり、新たな都市的魅力の創出と経済振興

に有効な高次都市機能の立地や、市民生活の利便性を高める様々な機能が集積した求心性のある拠点形成を図り

ます。 

②地域拠点：地域間交通、行政支所機能、商業系の機能等で構成 

地域拠点は、中心拠点とともに本市の持続可能な発展と各地域の健全な都市形成を担う主要な拠点であり、一

定以上の人口規模・密度とともに行政の一部機能や地域の商圏を有する施設等が集積し、中心市街地と郊外の市

街地・集落を有機的につなぐ地域の結節的役割ももつ拠点形成を図ります。 

地域拠点は、旧３町の中心部の地域性や都市機能集積を継承及び活用し、次の３箇所を定めます。 

【地域拠点】 

  ・「尾島地域拠点」尾島地区中心部等の一帯 

  ・「新田地域拠点」新田商業団地とその周辺の公共公益施設等を含む一帯 

  ・「藪塚地域拠点」藪塚地区中心部一帯 

③生活拠点：地域内交通、近隣商業等の生活系・交流系機能等で構成 

生活拠点は、中心拠点・地域拠点とともに都市構造を形成し、日常生活の利便性を担保するサービス機能を備え

た市民にとって最も身近な拠点であり、地域のコミュニティを結ぶ交流スポットとしての役割ももつ拠点形成を図ります。 

 市内で最も都市機能が集積するとともに、将来人口に照らして高い人口密度を設定し、かつ秩序ある都市空間を形

成すべき中心市街地において、中心拠点の周辺に複数の生活拠点を形成することが重要です。 

 また、市域全体にわたり地域住民にとって必要な生活利便性を担保するため、地域拠点でカバーできない範囲に生

活拠点を設定します。なお、集落地域住民の生活サービス機能については、本市の都市構造の特徴から各集落周辺

の市街化区域内に定めた生活拠点を活用するとともに、大規模既存集落地区内の生活利便機能、その他既存の諸

施設により生活サービスを担保します。 

 そうしたことを踏まえ、都市構造上の課題、まちづくり方針に照らしながら、各地区の人口の規模・構成、太田駅や最

寄駅へのアクセス性やバスの利便性、コミュニティ同士や他の拠点との交流連携、既存の大型集客施設と周辺の機能

集積及び、災害リスク等を総合的に検討し、生活拠点を定めます。 
 

【居住区域】 

①居住促進区域 

居住促進区域とは、高度で多様な都市サービスを享受できる区域で、地域拠点の周辺など多様な都市機能が立

地した魅力ある居住空間を形成するエリアです。 

または、公共交通の利便性が高い区域で、生活拠点の周辺など公共交通機関沿線で歩いて暮らせる住環境を形

成するエリアです。 

②一般居住区域 

一般居住区域とは、比較的便利な交通環境の中で、良好な住環境を形成するエリアです。 

③郊外居住区域 



9 

 

郊外居住区域とは、継続して居住ができるよう良好な住環境を保全するとともに、豊かな自然や環境と調和した住

環境を維持するエリアです。 

 

【ネットワーク】 

中心拠点と地域拠点、隣接都市と地域 

拠点、地域拠点と生活拠点を結ぶ公共交 

通で、将来に渡り一定以上のサービス水準 

を確保すべき路線を「地域幹線」と位置づけ 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題解決のための施策・誘導方針の検討 
 

１ 基本的な考え方 

市民の暮らしやすさを向上させるため、広域を対象とする都市機能を中心拠点に誘導するとともに、中心拠点を核とし、

地域拠点と生活拠点をつなぐ多極ネットワーク型コンパクトシティとそれを支える公共交通ネットワークの形成を図ります。 

また、市内全域で画一的な施策を講じるのではなく、今後の人口減少、急速な高齢化の進展を見据えて、持続可

能な都市経営の観点にも留意しながら、各拠点におけるライフスタイル、ライフステージなどに応じて、適切な施策を実施

していきます。 

 

２ 施策・誘導の方針 

（１）活力あふれるコンパクトな拠点づくり 

活力あふれるコンパクトな拠点が互いに連携した都市構造の構築を目指します。 

①拠点としての利便性を高め、にぎわい、交流が生まれる施設の誘導 

太田駅周辺の中心拠点と、尾島・新田・藪塚の各地域拠点では、市民の利便性を高めるために、拠点ごとの役

割、機能を設定した上で、それぞれの拠点にふさわしいにぎわいや交流を創出させる商業、医療・福祉、文化、行政

施設等を適切に維持誘導していきます。また、そのために必要に応じて適切に土地利用を誘導します。 

②既存ストック、公有地等の有効活用 

官民連携による拠点の整備、都市機能の誘導に向けて、空室等の既存ストックや公有地の有効活用を検討します。 

③風格と魅力ある拠点形成に向けた景観づくりの推進 

図 将来交通ネットワーク （地域公共交通網形成計画より） 
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施設等の整備、誘導等とあわせて、中心拠点において、太田市の顔となる空間づくり、景観づくりを推進します。 

（２）地域の特徴を活かした都市環境づくり 

既存の都市基盤を有効活用するとともに、必要な機能が集積した生活圏が形成された地域ごとの拠点づくりを目指

します。 

①住み続けたいと思える住環境の整備 

市民がいつまでも住み続けたいと思える住環境を実現するために、市内の各ゾーンで想定されるライフスタイル、ライ

フステージ等に適した住宅を誘導するとともに、空き家の多様な利活用に向けたマッチング等の仕組みを検討します。

あわせて、必要に応じて適切に土地利用を誘導します。 

②日常生活及び普段の活動を支える施設の維持・充実 

日常的な市民の生活を支えるために必要な施設や交流、活動のための施設など、市内各地に備わっている現在

の利便性を維持するともに、充実を図ります。 

③暮らしやすい育てやすい環境の整備 

暮らしやすく子育てもしやすい環境の充実に向けて、学校・福祉施設・子育て支援施設等を維持するとともに、継

続的な支援を図ります。 

④工業の保全と適切な住工共生の推進 

安定した税収、雇用等の面において、市の基幹産業である工業の保全に向けた事業所の誘導・需給マッチングを

進めます。また、工業の操業環境と周辺の住環境との調和に向けた取り組みを進めます。 

（３）公共交通の利便性が高い都市空間の形成 

拠点の近傍に都市機能の誘導を図り、公共交通の利便性が高い地域への集住を促進し、安全性の高い都市空間

の維持・確保に努めます。 

①公共交通が利用しやすい環境の整備 

公共交通等による移動性を高めるため、交通拠点における鉄道、バス、自転車などの乗り継ぎ機能等を強化し、

市内全域で公共交通が利用しやすい環境を整備します。 

②徒歩・自転車で行動したくなる快適な移動空間の整備 

地形が平坦な本市の特徴をいかし、自動車に過度に依存せず、徒歩や自転車により移動しやすい環境づくりに向

けて、歩行者と自転車が分離された安全で快適な移動空間の整備に努めます。 

③公共交通の利用促進に向けたモビリティマネジメント(※)の推進 

利用者を増加させるため、公共交通に対する市民の関心・理解を高めるなどのモビリティマネジメントを進めます。 

 

※ 一人一人の移動（モビリティ）が、社会にも個人にも望ましい方向に自発的に変化することを促す、コミュニケー

ションを中心とした交通施策。  
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誘導区域の設定 
 

１ 居住誘導区域の考え方・設定方針 

（１）居住誘導区域とは 

立地適正化計画では、これまで拡散してきた居住エリアを段階的に、時間をかけながらある程度のまとまった範囲へ集

約化し、低密度の居住地が都市内に広がるのではなく、人口密度の維持、社会インフラ整備や公共施設を整備するなど

して、ある程度のまとまった範囲を定めた上で高密度なにぎわいのある区域を形成していくことを目指しています。 

市街化区域内の一定のエリアを居住誘導区域として定め、社会インフラ整備や公共施設の整備などを効率的に行って

いくことで、より高いコストパフォーマンスを発揮できる都市のマネジメントを実現しようとしています。 

（２）基本的考え方 

本市は 2 つの都市計画区域から構成され、区域区分や地域地区の有無からそれぞれ土地利用の規制誘導内容が

異なっています。このため、区域区分の定めのない藪塚都市計画区域においては、地域の特性に応じた考え方を検討し

ていきます。 

（３）居住誘導区域の設定方針 

人口減少下でも、一定のエリアにおける人口密度を維持または回復することにより、住民の生活サービスや良好なコミ

ュニティの形成条件が持続的に確保されるよう、次に示す諸要件を満たしているエリアを対象として居住の適正な誘導を

図ります。 

視点 要件 

土地利用状況 ・ 法令の規定や条例により住居系用途の土地利用や建築が規制されていないエリア 

・ 将来都市構造において住居系の土地利用ゾーンとして位置づけられたエリア 

・ 道路・下水道等の都市施設が整備済みまたは、事業決定、事業予定があるエリア 

・ 計画的な市街地整備（市街地再開発事業、土地区画整理事業）やその他良好な面整

備（住宅団地・公営住宅、民間の宅地開発地区・分譲地）等の居住を促進できるエリア 

・ 就業者の定住を図るための産・住複合市街地における産業系用途地域周辺の住居系用途

地域のエリア 

人口密度 ・ 都市規模の維持のために転入人口の増加・定着（県外からの移住含む）を図るエリア 

・ 居住誘導により、空き家・空室の解消・活用、老朽家屋の更新、耐震化、都市景観の改善

等の効果を期待できるエリア 

・ 生活利便性を担保するために人口密度の維持・回復を図るべきエリア 

・ コミュニティの維持や地域活性のためにバランスのよい人口構成を図るべきエリア 

交通利便性 ・ 鉄道またはバスを利用して都市機能誘導区域内にアクセスしやすいエリア 

・ 公共交通施設が整備済みまたは事業決定、事業予定があるエリア 

災害ハザード ・ 原則的に河川氾濫区域及び土砂災害警戒区域を除外したエリア 

（※浸水想定区域については、浸水高を考慮して設定するとともに、太田市地域防災計画

に基づいて、地域ごとの避難マニュアルの作成など避難誘導対策を講じることでハザード内でも

安心して暮らせる地域を目指します。） 
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２ 居住誘導区域の設定 

居住誘導区域は、鉄道及びバス路線（将来図含む）を将来の都市骨格となるための公共交通軸として位置づけ、

その沿線の市街化区域を居住誘導区域とします。 

居住誘導区域に含まないとされている市街化調整区域や工業用地、災害危険区域等を除き下図のように設定し

ます。 

図 居住誘導区域 
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３ 都市機能誘導区域の考え方・設定方針 

（１）都市機能誘導区域とは 

立地適正化計画では、居住誘導区域の制度と都市機能誘導区域の制度を設けています。 

この制度は、都市を集約化させる際の核となる一定のエリアを都市機能誘導区域として設定し、さらに区域内に誘導

したい生活サービス機能や、機能誘導に伴いエリア内で施す施策をあわせて定めることで、具体的なターゲットや用いる

手段を明確にしながら都市機能の集約化を進め、高密度な区域をつくるものです。 

都市機能誘導区域は医療や福祉、商業などの都市機能を中心拠点や生活拠点に集約させることにより、これらのサ

ービスを効率的に提供できる環境を整え、都市の持続可能性を高める上で必要となる「都市機能の集積拠点」を形成

するために定める地域です。 

（２）基本的考え方 

本市における都市機能誘導区域は、将来都市構造の中で拠点として位置づけた次のような地域が考えられます。 

中心拠点 太田駅を中心としたエリア 

地域拠点 尾島地区中心部等の一帯、新田商業団地とその周辺の公共公益施設等を含む一帯、 

藪塚地区中心部一帯 

生活拠点 中心拠点・地域拠点と連携・補完する生活利便施設の集積する場所 

これらの地域の中でも太田駅を中心とした中心部地域は他の地域よりも高い密度で都市機能が集積しており、また

鉄道やコミュニティバスなどの公共交通機関によるアクセシビリティも高くなっています。また、この地域は都市計画マスター

プランでも重点的な整備を図っていくエリアとして位置づけられており、今後も都市基盤等の整備が見込まれます。 

このようなことから、中心部地域を本市の中心拠点として都市機能を維持し、充実させていく必要があるため、都市機

能誘導区域として設定し、誘導する施設（都市機能誘導施設）を設定します。 

（３）都市機能誘導区域の設定方針 

居住誘導の方針と整合するように、次に示す諸要件を満たしているエリアを対象として都市機能の適正な誘導を図ります。 

視点 要件 

土地利用状況 ・ 法令の規定や条例により誘導施設の立地が規制されていないエリア 

・ 将来都市構造における拠点かつ中心市街地・地域の活性化に効果的なエリア 

・ 道路・下水道等の都市施設が整備済みまたは、事業決定、事業予定があるエリア 

・ 計画的な市街地整備（市街地再開発事業、土地区画整理事業）等により、高次都市

機能や生活利便施設の立地または入居が可能なエリア 

・ 工場等の非住生活系の施設や農地が混在していない一定規模以上のまとまりあるエリア 

都市機能 ・ 既に一定以上の都市機能（医療・福祉・商業・社会施設等）が集積しているエリア 

・ 既存の都市機能との効果的なネットワーク化が望まれるエリア 

・ 都市機能誘導により、空き店舗、空き施設、空きのテナントスペースの解消・活用、老朽家

屋の更新、耐震化、都市景観の改善、回遊性の向上等の効果を特に期待できるエリア 

・ 公的施設の活用の必要性と効果を将来的に検討するうえで考慮するエリア 

交通利便性 ・ 鉄道またはバスを利用して都市機能誘導区域内にアクセスしやすいエリア 

・ 交通施設と生活利便施設が近く、日常的利用の相乗効果が高いエリア 

・ 公共交通施設が整備済みまたは事業決定しているエリア 

災害ハザード ・ 原則的に河川氾濫区域及び土砂災害警戒区域を除外したエリア 
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４ 都市機能誘導区域の設定 

図 都市機能誘導区域 

   

■誘導施設 

医療機能 医療法第１条の５に規定する医療施設のうち、救急機能、先進医療機能、機能回復機能

を有する施設 

商業・業務機能 大型商業施設（大規模小売店舗立地法第 2条第 2項に規定する店舗面積 1,000㎡以

上の商業施設（共同店舗・複合施設等含む）） 

教育文化機能 学校教育法第 124条に規定する専修学校、学校教育法第 134条に規定する各種学校 

 

都市機能及び居住を維持・誘導するための施策 
 

１ 施策の方向性 

本市では、人口減少や高齢化が進んだ 20 年後を見据え対応できるよう、「都市機能誘導区域における都市機能

の維持・誘導」、「まちづくりと連携した利便性と快適性の高い持続可能な公共交通の構築」、「居住誘導区域における

生活環境の拡充と人口密度の維持」により、『多極ネットワーク型コンパクトシティ』を目指します。 

この実現に向け、都市機能誘導及び居住誘導に係る届出制度(※)を適正に運用するとともに、都市機能及び居

住を維持・誘導するための施策を、時間軸をもって講じていきます。 

（１）都市機能誘導区域における都市機能の維持・誘導 

○高次都市機能をはじめ様々な都市機能が集積している中心地区では、既存の都市機能を有効活用するとともに、

さらなる都市機能を誘導します。 

○住宅を中心とした市街地が形成されている地域拠点では、住民の日常生活を支える都市機能を維持・充実させ

ます。 

○高校、大学等が立地する地区においては、高等教育機関等の区域外への移転を防ぎます。 

1500ｍ 

都市機能誘導区域

太田駅南口第二地区
第一種市街地再開発事業

浜町第二地区
第一種市街地再開発事業

太田駅南口第四地区
第一種市街地再開発事業

凡　例
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（２）まちづくりと連携した利便性と快適性の高い持続可能な公共交通の確立 

○中心拠点の交通軸を強化・形成します。 

○中心拠点の中心軸と地域拠点を便利な連絡で確保します。 

○地域拠点と生活拠点との連絡を確保します。 

○都市圏の連携を支える交通軸を確保します。 

○市民の積極的な関わりを推進します。 

（３）居住誘導区域における生活環境の拡充と人口密度の維持 

○他市町村からの人の呼び込みや、若い世代の地域への定着等を進め、市域全体の人口減少の抑制を図ります。 

○居住誘導区域内の生活利便性を高めるとともに、受け皿となる住まいの流動化を図るなど、居住誘導区域内への

住み替えをゆるやかに誘導します。 

○高度化・多様化する市民ニーズに対応するとともに、様々な都市機能を身近な範囲で利用できる利便性の高い

地域の形成に向けた拠点機能性の向上を図るため、生涯学習や子育て支援、福祉サービス、保育施設などを地

域拠点や生活拠点に整備しやすくなるよう支援を検討します。 

○災害ハザードマップにおいて、浸水想定区域内にある居住誘導区域内については、太田市地域防災計画に基づ

いて適切な避難誘導体制について検討します。さらに居住者を中心に自助・共助の考えも含めた避難マニュアルの

作成など、市民が安心して暮らせる地域を目指します。 

※届出制度（都市再生特別措置法第 88条、第 108条及び第 108条の 2 に規定）とは 

以下の行為に対し、行為の３０日前までに市への届出が義務付けられるもの。 

 １：都市機能誘導区域外において、誘導施設を新築または新築目的の開発行為等を行う場合。 

 ２：都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合。 

 ３：居住誘導区域外において、３戸以上の住宅を新築または新築目的の開発行為(２戸以下であってもその規

模が 1,000㎡以上のものを含む)等を行う場合。 

 詳細は、別途作成の「太田市立地適正化計画 届出の手引き」を参照ください。 

 

２ 都市機能及び居住等を維持・誘導するための施策 

（１）都市機能誘導に係る施策 

・ 都市機能誘導区域への施設整備及び区域内の活性化によるにぎわいの創出 

都市再生整備計画事業など国の支援制度の活用により、中心拠点への新たなにぎわい拠点として文化交流施

設等を整備したほか、誘導施設の整備及びこれらの整備と併せて都市の再構築に必要な事業について検討します。 

実施事業 〇都市再生整備計画事業 

・太田市中心市街地地区（太田駅北口駅前広場、テクノプラザ太田ほか） 

・太田市中心市街地（第二期）地区（太田駅南口駅前広場、美術館・図書

館、保健センターほか） 

〇太田駅南口第二地区第一種市街地再開発事業 

○太田市浜町第二地区第一種市街地再開発事業 

〇太田駅周辺土地区画整理事業 

〇無電柱化推進事業 

〇空き店舗対策事業 

〇商店リフォーム支援事業 

実施予定の事業 〇（仮称）太田駅北口駅前駐車場整備事業 

〇（仮称）太田駅南口第三地区第一種市街地再開発事業 
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○（仮称）太田駅南口第四地区第一種市街地再開発事業 

今後、想定される事業等 〇太田駅南口地区市街地総合再生計画関連事業 

（２）居住誘導に係る施策 

・ 居住の誘導に資する事業 

社会インフラ整備や公共施設を整備するなどして、ある程度のまとまった範囲で高密度なにぎわいのある区域を形

成するために、良好なコミュニティの形成とともに、持続的に確保されるよう、防災機能の強化なども念頭に、だれもが

住みやすいと感じることのできる住環境整備に取り組みます。また、居住の誘導に効果的な事業等についても引き続

き検討していきます。 

実施事業 〇太田駅周辺土地区画整理事業（再掲） 〇東矢島土地区画整理事業 

〇宝泉南部土地区画整理事業業（再掲） 〇尾島東部土地区画整理事業 

〇太田駅南口第二地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

〇市営住宅建替事業                   〇空き家対策事業 

〇空き家等除却補助事業                〇狭あい道路整備事業 

〇木造住宅耐震診断・耐震改修補助事業 

実施予定の事業 〇（仮称）太田駅南口第三地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

〇（仮称）太田駅南口第四地区第一種市街地再開発事業（再掲） 

〇居住誘導区域内における住宅開発許可基準（道路基準）の緩和 

今後、想定される事業等 〇太田駅南口地区市街地総合再生計画関連事業（再掲） 

〇宝泉南部土地区画整理事業内公園建設事業 

〇尾島東部土地区画整理事業内公園建設事業 

（３）公共交通ネットワークに係る施策 

・ 公共交通の利便性やサービスの向上 

中心拠点内を快適に移動でき、さらに中心拠点と地域拠点を円滑に移動できる、利便性の高い公共交通網の再

編を図るとともに、市の将来を担う学生が公共交通や地域の活性化に貢献する取り組みへの支援や、高齢者など公共

交通の需要が高まる世代の利用促進に取り組みます。 

また、自転車との乗り継ぎ等の連携機能の向上や交通系ＩＣカードによる利用しやすい料金制度と商店街と連携し

たサービスなどを検討することにより公共交通の利便性や快適性、優位性を高めます。 

なお、居住誘導区域外における一定規模の既存集落や既成市街地での公共交通についても、将来的な誘導施策

を踏まえながら利便性やサービスの向上を検討していきます。 

（４）公共施設等総合管理計画と連携した公的施設の維持誘導 

市有施設を長期的な視点で維持・管理していくことを目的に策定された「太田市公共施設等総合管理計画

（平成 28 年 6 月）」と連携し、施設の維持・誘導に努めます。また、公共施設の更新時等においては、中心拠

実施事業 〇太田市地域公共交通網形成計画に基づく公共交通の再編成 

〇おうかがい市バス事業 

実施予定の事業 〇地域公共交通路線バス運行事業 

今後、想定される事業等 〇公共交通結節点ネットワーク環境向上事業 

〇バスロケーションシステム導入 

〇地域公共交通利用促進事業 

〇（仮称）第 2バスターミナルおおた整備事業 
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点、地域拠点及び生活拠点への集約、複合化を検討していきます。 

実施事業 〇本庁舎設備等保全事業 

〇行政センター改修事業 

〇社会教育総合センター改修事業 

実施予定の事業 〇（仮称）太田西複合拠点公共施設整備事業 

〇義務教育学校推進事業 

今後、想定される事業等 〇公共施設の更新等に伴う施設の集約、複合化 

 

市街化調整区域及び非線引き都市計画区域における「まちのまとまり」 
 

１ 対象区域の現状と「まちのまとまり」の必要性 

本市は、大正時代に中島飛行機製作所が作られて以降、戦前戦後を通じて北関東を代表する工業都市として成

長を遂げてきました。高度成長期には内陸型工業都市として急速に住宅需要が増加し、都市化が進みました。その後、

平成 17年 3月 28日に、太田市、尾島町、新田町、藪塚本町の１市３町が対等合併し、現在の太田市が誕生し

ました。そのため本市では、既成市街地と、工業の発展とともに膨らんだ住宅需要に伴い、急速な都市化とともに郊外

部への低密度に拡散した都市形態となっています。市街化調整区域には本市総人口の約 3 割、非線引き都市計画

区域には本市総人口の約１割が居住しています。 

戦後、工業都市として急速に発展してきた本市では、周辺町村との合併によって拡大してきた都市化過程があります。

そのため、既存集落の扱いや住宅需要の高まりによる大規模住宅団地の造成といった開発行為など、結果として平野

部の工業都市特有の低密度な市街地が郊外部に拡散する状況が発生してきました。 

本市における市街化調整区域及び非線引き都市計画区域については、群馬県が作成した「人口減少下における

土地利用ガイドライン」（以下「ガイドライン」）に沿った、「まちのまとまり」の形成に向けた取り組みを検討する必要があ

ります。取り組みを進めていくにあたっては、本市の都市構造が抱える歴史的経緯や地域コミュニティの維持に十分配慮

して、長期的な視点で段階的な検討を進めていきます。 

 

２ 対象区域における土地利用の課題解決の方向性 

多くの市民が暮らしている市街化調整区域において、「まちのまとまり」エリアのコミュニティを維持するために、計画的か

つ段階的に適切な立地誘導を図っていく必要があります。そのためには、小学校区を一つの柱に、本市が持つ自然環境

の豊かさと生活の利便性を再構築するとともに、生活インフラとして公共交通網を充実させて暮らしを支える移動の利便

性を充実させる必要があります。 

非線引き都市計画区域においては、現在、線引きまでの暫定的な措置として、生活環境を悪化させないための特定

用途制限地域を指定していますが、線引きまでのプロセスとして、用途地域・地区計画などの都市計画手法を活用して

居住抑制や工場規制、用途混在防止などの規制・誘導を図ることが必要です。こうした活用をしながら、「まちのまとまり」

を形成し、そこへの立地誘導とそれ以外での立地抑制を効果的に組み合わせていくことが必要と考えています。 

なお、用途指定に関しては、地域コミュニティの維持の観点から、隣接する他自治体の非線引き都市計画区域の状

況や、公共交通網整備の効果などを注視しながら、慎重に検討していく必要があります。 
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３ 対象区域における計画・調整の進め方及び今後の取り組み 

本市の対象区域における計画・調整の進め方は、ガイドラインとの整合を図りながら取り組みを進めていきますが、「ま

ちのまとまり」の必要性について、地域住民との話し合いなどにより、地域のコミュニティを維持・継続していくための知恵と

工夫を共有していきます。立地誘導は個人の私権に関わることでもありますので、「まちの暮らしやすさを全体で向上させ

る」意識を共有し、そのために取り組むべき方法・手法、方策を選択していくような取り組みを進めていきます。 

行政が方向性・方針を示して市民をそれに従わせることではなく、新しい市民協働の取り組みについて、試行錯誤し

ながら現実に即した取り組みを選択し、段階的に仕上げて進めていくことが必要と考えています。  

 

計画の推進 
本計画に記載された施策・事業の取り組み状況については、概ね５年ごとに取り組み状況の調査、分析及び評価を

行い、立地適正化計画の進捗状況について検討を行うとともに、必要に応じて、適切に立地適正化計画の見直し等を

行うものとします。 

１ 指標の設定 

計画の必要性や妥当性を客観的かつ定量的に提示する観点から、指標を設定します。 

「評価指標」には、本計画の目標年次である概ね 20年後の 2037年を最終年次として目標値を設定します。 

（１）都市機能誘導の指標 

都市機能誘導の評価指標と目標値を、以下の通り設定します。 

＜評価指標＞ 

指標 現況値 将来推計値 目標値 

中心市街地の人口密度 51.0人/ha 41.1人/ha 46.4人/ha 

         ※現況値は、国勢調査小地域区画別人口を基に算出 
※将来推計値は、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値を基に算出 

都市機能誘導区域を含む中心市街地は、人口減少及び少子高齢化の進行並びに商業活動の衰退などにより、

市の中心としてのにぎわいが失われつつあることから、誘導施設の誘導及び誘導施策により、生活利便性の向上を図

ります。生活利便性と居住が近接した環境を整えることで、区域内人口の減少抑制を目指します。 

＜目標達成による効果＞ 

・中心市街地の昼夜間人口の維持、増加   ・周辺居住誘導区域の人口密度の回復 

（２）居住誘導の指標 

居住誘導の評価指標と目標値を、以下の通り設定します。 

＜評価指標 １  人口に関する指標 ＞ 

指標 現況値 将来推計値 目標値 

居住誘導区域内人口密度の維持 41.42人/ha 39.42人/ha 41.42人/ha 

※現況値は、国勢調査小地域区画別人口を基に算出 
※将来推計値は、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計値を基に算出 

将来的な本市の人口減少推計に伴い、居住誘導区域内においても2037年には約6,070人の人口減少が見
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込まれていることから、人口密度が39.42人/haとなることが予測されます。居住を誘導するためのさまざまな取り組み

を進めることで居住誘導区域内の生活利便性の向上が期待でき、居住誘導区域内からの人口流出の抑制と居住

誘導区域外からの人口流入が起きることで居住誘導区域内の人口密度を維持することを目指します。 

＜評価指標 ２  公共交通に関する指標＞ 

指標 現況値(2016年(H28年)度) 目標値（2024年度） 

年間バス利用者数 46,000人/年 
※シティライナーおおた３路線合計 

55,000人/年 
※シティライナーおおた全路線の合計 

公共交通については、地域公共交通網形成計画と連携を図り、公共交通ネットワークの維持・充実を目指します。

指標は同計画にて用いている指標と同一とします。 

＜目標達成による効果＞ 

・バスの認知度の向上   ・公共交通に対する市民の満足度の向上 

評価指標 現況値(2016年(H28年)度) 目標値（2024年度） 

バスの認知度 
17.0％ 

※市民アンケートで「バスのことは何も知らな

い」と回答した人の割合 
10.0％ 

公共交通に対する市民の満足度 
23.9％ 

※市民アンケートで「満足・やや満足」と 

回答した人の割合 
30.0％ 

  

２ 評価の方法 

効果の検証については、計画の見直しの必要性を検討する時点において、特に重要かつ検証可能な目標の達成状

況を把握し、評価分析を行います。 

 

■計画の実践効果の検証・改善フロー（ＰＤＣＡサイクル） 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ（プラン）：立地適正化計画の策定 

・誘導方針・誘導区域・誘導施設・誘導施策 

ＤＯ（ドゥ）：立地適正化計画内容の実践 

・誘導施策の施行とその進捗の確認 

ＣＨＥＣＫ（チェック）：実践効果の検証 

・目標達成状況の把握による効果の評価・分析 

・効果が不十分な目標と改善点の抽出 

ＡＣＴ（アクト）：計画の見直し 

・改善内容の検討 

・改善が必要な誘導方針、誘導区域、誘導施

設、誘導施策の見直し 
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